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i n f o r m a t i o ni n f o r m a t i o n

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
農
業
者
年
金
現
況
届
に
つ
い
て

　

農
業
者
年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎
年

６
月
１
日
か
ら
６
月
30
日
ま
で
に
現
況
届
を

農
業
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
次
の
日
程
・
場
所
・
時
間
を
確
認
の
上
、

期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
本
庁
舎
３
階
（
管
財
課
隣
り
）】

　

６
月
５
日
（
火
）
～
６
月
７
日
（
木
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
勝
連
庁
舎
１
階
（
専
門
業
務
窓
口
）】

　

６
月
12
日
（
火
）
～
６
月
14
日
（
木
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
与
那
城
庁
舎
（
市
民
ロ
ビ
ー
）】

　

６
月
19
日
（
火
）
～
６
月
21
日
（
木
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
石
川
庁
舎
１
階
（
農
業
委
員
会
事
務
局
）】

　

６
月
１
日
（
金
）
～
６
月
29
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
祭
日
は
除
く
。

※
期
限
内
に
提
出
さ
れ
な
い
と
11
月
以
降
の

年
金
支
払
い
が
差
し
止
め
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
農
業
者
年
金
に
加
入
し
よ
う
！

【
農
業
者
年
金
の
特
徴
】

①
支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。（
通
常
の
個
人

年
金
の
場
合
、
控
除
額
の
上
限
は
５
万
円
）

②
積
立
方
式
で
安
定
し
た
財
政
運
営
を
行
い

ま
す
。

③
80
歳
ま
で
の
保
証
付
終
身
年
金
制
度
で
、

も
し
加
入
者
ま
た
は
受
給
者
が
80
歳
ま
で

②
こ
れ
か
ら
買
う（
借
り
る
）農
地
を
含
め
て
、

耕
作
す
る
た
め
の
農
地
等
が
３
，
０
０
０

㎡
（
約
９
１
０
坪
）
以
上
あ
る
こ
と
。

③
世
帯
に
お
い
て
少
な
く
と
も
１
人
は
、
年

間
１
５
０
日
以
上
の
農
作
業
に
従
事
す
る

こ
と
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

※
た
だ
し
農
業
形
態
等
に
よ
っ
て
条
件
が
加

わ
っ
た
り
、
例
外
も
あ
る
た
め
、
詳
し
く

は
農
業
委
員
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

Ｑ「
農
地
転
用
」と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
？

Ａ
農
地
を
住
宅
や
工
場
等
の
建
物
敷
地
、
資

材
置
場
、
駐
車
場
な
ど
農
地
以
外
の
用
地

に
転
換
す
る
こ
と
で
す
。
な
お
、
一
時
的

に
利
用
す
る
場
合
も
転
用
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
も
し
農
地
法
の
許
可
を
受
け
ず
に
畑
を
転

用
し
て
し
ま
っ
た
ら
？

Ａ
無
断
転
用
し
た
場
合
、
農
地
法
に
違
反
す

る
こ
と
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回

復
等
の
命
令
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
も
し
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
罰

則
の
適
用
も
あ
り
ま
す
。
罰
則
は
、
３
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の

罰
金(

法
人
は
１
億
円
以
下
の
罰
金)

と

な
っ
て
い
ま
す
。

に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
受
け
取
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
年
金
の
現
在
価
値
相
当
額
を
死

亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
の
方
が
受
給
で
き

ま
す
。

【
対
象
者
】
60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
で
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

す
る
方
（
農
地
を
持
た
な
い
農
業
者
や
家

族
従
事
者
も
可
能
）

【
保
険
料
】
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円

（
千
円
単
位
で
設
定
自
由
、
変
更
自
由
認

定
農
業
者
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
国
庫
補
助
あ
り
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】
農
業
委
員
会
ま
た
は
Ｊ

Ａ
お
き
な
わ(

具
志
川
、
石
川
、
勝
連
、

与
那
城)

各
支
店
ま
で

◎
農
地
を
所
有
・
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

農
地
を
売
買
し
た
り
、
貸
し
借
り
を
す
る

と
き
は
、
農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
農
地
を
宅
地
や
資
材
置
場
に
す
る
等
、

転
用
を
行
う
場
合
に
も
、
事
前
に
農
地
法
の

許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
受
付
期
間
】
毎
月
１
日
～
10
日

※
た
だ
し
、
10
日
が
土
日
・
祝
日
の
場
合
は

そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で

【
申
請
窓
口
】
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

   　
　
（
石
川
庁
舎
１
階
）

【
ご
存
知
で
す
か
？
農
地
法
に
つ
い
て
】

Ｑ
農
業
を
始
め
た
い
が
、
農
地
を
買
う
（
借

り
る
）た
め
に
許
可
条
件
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
農
地
法
で
許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、
例
え

ば
次
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
農
地
を
買
う
（
借
り
る
）
方
、
ま
た
は
そ

の
世
帯
員
等
が
、
農
地
の
全
て
に
つ
い
て

耕
作
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

農
業
委
員
会
事
務
局1
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０
８

【請求に必要なもの】
請求できる人

（窓口に来る方）
法務局に持参していただくもの

本人確認ができる書類（免許証・保険証）等 認印 委任状 親族である証明書類
本人 本人のもの 本人 不要 不要

本人の代理 代理人のもの 代理人 不要 不要
配偶者・親族
（四親等内） 配偶者又は親族（請求者）のもの 配偶者・親族 不要 戸籍謄本（発行後３か月以内）

注 : 手数料１通 300 円（収入印紙）  【お問い合わせ】那覇地方法務局戸籍課 1854-7953（那覇市樋川１－ 15 － 15）

【取扱官署】
請求先 請求方法

全国の法務局・地方法務局の本局
（那覇地方法務局戸籍課）

窓口（来所） 郵送
○支局・出張所では取り扱っていません。 ×

法務局で「登記されていないことの証明書」を請求される方へ
証明書の請求は、本人、その配偶者、四親等内の親族に限定されます。


